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高
齢
者
虐
待

防
止
法
の
概
要

　

高
齢
者
虐
待
と
は
家
庭
に

お
け
る
養
護
者
ま
た
は
施
設

等
の
職
員
に
よ
る
身
体
的
虐

待
、
養
護
の
著
し
い
怠
慢
、

心
理
的
、
性
的
、
経
済
的
な

虐
待
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
厚

生
労
働
省
の
発
表
に
よ
る
と

年
々
増
加
傾
向
に
あ
り
、
再

発
防
止
に
む
け
た
取
組
の
強

化
が
一
層
必
要
で
あ
る
旨
の

発
表
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
法

律
で
国
民
は
虐
待
を
受
け
た

と
思
わ
れ
る
高
齢
者
を
発
見

し
た
者
は
市
町
村
に
通
報
す

る
努
力
義
務
が
あ
り
、
生
命

又
は
身
体
に
危
険
が
生
じ
て

い
る
場
合
は
、
市
町
村
へ
通

報
す
る
義
務
が
あ
る
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
尚
、
通
報
の
際

は
虐
待
と
思
え
ば
よ
い
こ
と

に
な
っ
て
お
り
事
実
確
認
は

必
要
な
く
、
通
報
者
が
特
定

さ
れ
な
い
よ
う
に
配
慮
さ
れ

ま
す
。
通
報
を
受
け
た
市
町

村
は
相
談
や
助
言
を
行
い
、

事
実
確
認
、
養
護
者
の
負
担

軽
減
、
高
齢
者
を
一
時
的
に

保
護
す
る
た
め
施
設
入
所
さ

せ
る
等
、
必
要
な
措
置
を
し

ま
す
。
本
人
や
養
護
者
自
ら

通
報
す
る
事
も
で
き
ま
す
の

で
、
必
要
な
場
合
は
躊
躇
せ

ず
に
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。


